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まえがき

この規格は，工業標準化法第 12 条第 1 項の規定に基づき，日本内燃機関連合会(JICEF)／財団法人日本

規格協会(JSA)から，工業標準原案を具して日本工業規格を制定すべきとの申出があり，日本工業標準調査

会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本工業規格である。

制定に当たっては，日本工業規格と国際規格との対比，国際規格に一致した日本工業規格の作成及び日

本工業規格を基礎にした国際規格原案の提案を容易にするために，ISO 8528-10 : 1998,Reciprocating internal

combustion engine driven alternating current generating sets－Part 10：Measurement of airborne noise by the

enveloping surface method を基礎として用いた。

JIS B 8009-10:2002 には，次に示す附属書がある。

附属書（参考）JIS と対応する国際規格との対比表

JIS B 8009 の規格群には，次に示す部編成がある。

JIS B 8009-1　第 1 部：用途，定格及び性能

JIS B 8009-2　第 2 部：機関

JIS B 8009-5　第 5 部：発電装置

JIS B 8009-6　第 6 部：試験方法

JIS B 8009-7　第 7 部：仕様書及び設計のための技術情報

JIS B 8009-9　第 9 部：機械振動の測定及び評価

JIS B 8009-10　第 10 部：空気音の測定方法

JIS B 8009-12　第 12 部：非常用発電装置

なお，原国際規格 ISO 8528 は，更に次の部によって構成される。

　　－Part 3：Alternating current generators for generating sets

　　－Part 4：Controlgear and switchgear

　　－Part 8：Requirements and tests for low-power generating sets
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日本工業規格 JIS
B 8009-10：2003

往復動内燃機関駆動発電装置－

第 10 部：空気音の測定方法

Reciprocating internal combustion engine driven alternating current
generating sets-Part10: Measurement of airborne noise by the enveloping

surface method

序文　この規格は，1998 年に第 1 版として発行された ISO 8528-10，Reciprocating internal combustion engine

driven alternating current generating sets─Part 10: Measurement of airborne noise by the enveloping surface

method を翻訳し，技術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお，この規格で点線の下線を施してある箇所は，原国際規格を変更している事項である。変更の一覧

表をその説明を付けて，附属書（参考）に示す。

1. 適用範囲　この規格は，往復動内燃機関駆動発電装置から放射される空気音の音圧レベルの測定及び

音源から発生する音響パワーレベルの算出方法に関して，空気音測定における実用測定方法［ISO 3744 の

Engineering method(grade 2)］及び空気音測定における簡易測定方法［ISO 3746 の Survey method(grade 3)］

を規定する。さらに，測定環境及び機器に対する要件並びに音源の A 特性音響パワーレベル（実用測定方

法及び簡易測定方法），オクターブバンド音響パワーレベル又は 1/3 オクターブバンド音響パワーレベル

（実用測定方法だけ）を算出するのに必要となる測定面での音圧レベルを求める手法も規定する。

この方法によれば，例えば，排気装置，冷却装置などからの空気音と発電装置からの他のすべての空気

音などとともに，比較評価することができる。ただし，排気装置，冷却装置などが，離れた場所にダクト

接続されている場合には，その空気音の影響は，この規格では考慮していない。

各種音源の性状を表す基本量は，音響パワーレベルである。

暗騒音に対する補正が 1.3 dB 以下で，環境に対する音場補正が 2 dB 以下の場合には，実用測定方法に

なる。

暗騒音に対する補正が 1.3 dB の制限は超えているが 3 dB 以下の場合，又は環境に対する音場補正が 2 dB

の制限を超えているが 7 dB 以下の場合には，簡易測定方法になる。

この規格は，陸上及び海上用途の往復動内燃機関によって駆動する交流発電装置に適用する。ただし，

航空機で使用する発電装置並びに陸上走行車両及び機関車の推進走行のために使用する発電装置には適用

しない。

この規格は，固定支持又は弾性支持される定置式若しくは移動式の往復動内燃機関駆動交流発電装置に

適用する。

備考1. この規格は，往復動内燃機関駆動交流発電装置のために作られたが，往復動内燃機関駆動直

流発電装置に適用することもできる。

2. 幾つかの特殊な用途（例えば，主要な病院用電源，高層ビルなど），では，追加要件が必要に


